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意
見
書
・
決
議･

陳
情

南風原町の特産品のかすり

総務民生委員会による県保健医療部長へ意見書の提出

要
請

陳 情
全会一致で
採択

審
査
の
結
果
、

要
望
の
趣
旨
は

妥
当
（
採
択
）

意
見
書
・
決
議
二
点
を
沖
縄
県
と

沖
縄
県
議
会
へ
要
請
を
行
い
ま
し
た
。

県
保
健
医
療
部
長
は
こ
ど
も
医
療

費
に
つ
い
て
市
町
村
へ
の
補
助
率
の

公
平
性
と
財
源
の
問
題
が
あ
る
。
現

物
給
付
に
反
対
す
る
市
町
村
も
あ
る

の
が
現
実
で
あ
る
。
ま
た
、
沖
縄
県

は
救
急
医
療
の
利
用
者
が
多
く
コ
ン

ビ
ニ
受
診
で
医
療
費
の
増
加
の
可
能

性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
宮
城
課
長

は
現
物
給
付
導
入
後
の
こ
ど
も
医
療

費
増
は
人
口
の
増
加
と
歯
科
受
診
者

の
増
加
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
分
析

し
、
コ
ン
ビ
ニ
受
診
は
無
く
、
こ
ど

も
の
疾
病
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療

に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
ま

し
た
。

県
議
会
議
長
は
全
国
的
な
こ
ど
も

医
療
費
現
物
給
付
の
流
れ
は
議
会
と

し
て
も
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
皆
で
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
回
答
し
た
。

一
、
国
保
制
度
の
単
位
化
に
あ
た
っ

て
は
、
社
会
保
障
制
度
と
し
て
の

役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
配
慮
す
る

こ
と
。

二
、
国
保
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

「
高
す
ぎ
る
」
水
準
で
す
。
抑
制

を
は
か
る
た
め
に
、（
国
に
対
し

て
）
定
率
で
国
庫
補
助
を
増
額
す

る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

三
、
前
期
高
齢
者
人
口
に
基
づ
く
補

助
金
算
定
は
こ
れ
ま
で
国
保
財
政

に
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
き

ま
し
た
。（
国
に
対
し
）
こ
れ
ま

で
の
不
足
分
の
補
て
ん
を
求
め
る

こ
と
。

四
、
離
島
が
多
く
、
人
口
格
差
や
医

療
水
準
の
差
の
大
き
い
沖
縄
県
に

お
い
て
統
一
保
険
料
は
、
導
入
困

難
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
各
市
町
村

の
実
情
に
即
し
た
保
険
料
と
な
る

よ
う
市
町
村
の
自
主
性
を
尊
重
す

る
こ
と
。
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内
は
県
へ
の
要
請

国
保
財
政
の
県
移
管
に
お
け
る
国
保

制
度
改
善
を
求
め
る
意
見
書・決
議

公
共
工
事
の
際
は
事
業
用
自
動
車

（
緑
ナ
ン
バ
ー
）
の
使
用
を

町
が
公
共
工
事
を
実
施
す
る
際
、

契
約
書
の
仕
様
書
等
に
「
緑
ナ
ン

バ
ー
使
用
」
を
明
記
す
る
こ
と
。
ま

た
、
受
注
事
業
者
に
白
ナ
ン
バ
ー
に

よ
る
有
償
運
送
行
為
を
排
除
す
る
よ

う
指
導
す
る
こ
と
。

地
元
産
品
・
企
業
の
優
先
使
用
を

地
元
産
品
の
需
要
拡
大
を
図
り
、

町
内
・
県
内
企
業
の
育
成
強
化
と
雇

用
拡
大
を
促
進
し
て
地
域
経
済
の
活

性
化
に
努
め
る
こ
と
。

県
・
県
議
会
へ
10
月
10
日

に
要
請
を
行
い
ま
し
た
。


